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墨田区児童デイサービス施設の管理運営等に関する条例の一部を改正する条例（案）

新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （事業） 

第３条 〔略〕 

２ 前項各号に掲げるもののほか、前条第１

項に規定する児童デイサービス施設は、法

第４３条第１号に規定する福祉型児童発達

支援センターとして、次に掲げる事業を行

う。 

 ⑴ 法第６条の２の２第６項に規定する保

育所等訪問支援に関すること。 

 ⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 ⑴ 法第６条の２の２第５項に規定する保

育所等訪問支援に関すること。 

 ⑵ 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

※ 児童福祉法の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
第６条の２の２ この法律で、障害児通所支

援とは、児童発達支援、医療型児童発達支

援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児

童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、

障害児通所支援事業とは、障害児通所支援

を行う事業をいう。 

２～４ 〔略〕 

５ この法律で、居宅訪問型児童発達支援と

は、重度の障害の状態その他これに準ずる

ものとして厚生労働省令で定める状態にあ

る障害児であって、児童発達支援、医療型

児童発達支援又は放課後等デイサービスを

受けるために外出することが著しく困難な

ものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、

日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、生活能力の向上のために必

要な訓練その他の厚生労働省令で定める便

宜を供与することをいう。 

６ この法律で、保育所等訪問支援とは、保

育所その他の児童が集団生活を営む施設と

して厚生労働省令で定めるものに通う障害

第６条の２の２ この法律で、障害児通所支

援とは、児童発達支援、医療型児童発達支

援、放課後等デイサービス及び保育所等訪

問支援をいい、障害児通所支援事業とは、

障害児通所支援を行う事業をいう。 

 

２～４ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ この法律で、保育所等訪問支援とは、保

育所その他の児童が集団生活を営む施設と

して厚生労働省令で定めるものに通う障害



 

 

児又は乳児院その他の児童が集団生活を営

む施設として厚生労働省令で定めるものに 

 入所する障害児につき、当該施設を訪問し、

 当該施設における障害児以外の児童との集

団生活への適応のための専門的な支援その

他の便宜を供与することをいう。 

７ この法律で、障害児相談支援とは、障害

児支援利用援助及び継続障害児支援利用援

助を行うことをいい、障害児相談支援事業

とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 

８ この法律で、障害児支援利用援助とは、

第２１条の５の６第１項又は第２１条の５

の８第１項の申請に係る障害児の心身の状

況、その置かれている環境、当該障害児又

はその保護者の障害児通所支援の利用に関

する意向その他の事情を勘案し、利用する

障害児通所支援の種類及び内容その他の厚

生労働省令で定める事項を定めた計画（以

下「障害児支援利用計画案」という。）を

作成し、第２１条の５の５第１項に規定す

る通所給付決定（次項において「通所給付

決定」という。）又は第２１条の５の８第

２項に規定する通所給付決定の変更の決定

（次項において「通所給付決定の変更の決

定」という。）（以下この条及び第２４条 

 の２６第１項第１号において「給付決定等」

 と総称する。）が行われた後に、第２１条

の５の３第１項に規定する指定障害児通所

支援事業者等その他の者（次項において

「関係者」という。）との連絡調整その他

の便宜を供与するとともに、当該給付決定

等に係る障害児通所支援の種類及び内容、

これを担当する者その他の厚生労働省令で

定める事項を記載した計画（次項において

「障害児支援利用計画」という。）を作成

することをいう。 

９ この法律で、継続障害児支援利用援助と

は、通所給付決定に係る障害児の保護者

（以下「通所給付決定保護者」という。）

が、第２１条の５の７第８項に規定する通

所給付決定の有効期間内において、継続し

て障害児通所支援を適切に利用することが

できるよう、当該通所給付決定に係る障害

児につき、当該施設を訪問し、当該施設に

おける障害児以外の児童との集団生活への

適応のための専門的な支援その他の便宜を

供与することをいう。 

 

 

６ 〔同左〕 

 

 

 

７ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 〔同左〕 



 

 

児支援利用計画（この項の規定により変更

されたものを含む。以下この項において同

じ。）が適切であるかどうかにつき、厚生

労働省令で定める期間ごとに、当該通所給

付決定保護者の障害児通所支援の利用状況

を検証し、その結果及び当該通所給付決定

に係る障害児の心身の状況、その置かれて

いる環境、当該障害児又はその保護者の障

害児通所支援の利用に関する意向その他の

事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直

しを行い、その結果に基づき、次のいずれ

かの便宜の供与を行うことをいう。 

 ⑴ 障害児支援利用計画を変更するととも

に、関係者との連絡調整その他の便宜の

供与を行うこと。 

 ⑵ 新たな通所給付決定又は通所給付決定

の変更の決定が必要であると認められる

場合において、当該給付決定等に係る障

害児の保護者に対し、給付決定等に係る

申請の勧奨を行うこと。   

【施行期日】平成３０年４月１日 


